別紙１
広島市青少年野外活動センター及び広島市こども村草樹木管理業務

特記仕様書　　　

１　業務内容（場所については別図のとおり。）
作業日は、利用団体の有無等について事前に発注者に確認して決定すること。
(1)　芝生等刈込（図１－ア）
・場所面積　    中央広場　　　　　　　　4,000㎡

　　　 　    子ども広場　　　　　　　3,200㎡

　　　 　    所入口、食堂棟　　　　　　800㎡

　　　 　    研修センター・ロータリー　750㎡
　　　　　　 研修センター裏法面　　　　425㎡

             メイン道路周り　　　　　3,000㎡
　　　　     第３キャンプ場広場　　　3,630㎡

・回数、時期　　年４回　春季（５月初旬）、夏季（７・８月）、秋季（９月下旬）

・方　　　法　　刈払機等を使用して行い、大雑草等は抜取り
　(2)　雑草抜取・かん木・植栽等刈込（図１－ア）
　　 　・場所面積　　　上記(1)のうち3,735㎡

　　 　・回数、時期　　年２回　夏季（７月）、秋季（９月）

・方　　　法　　手抜き除草及びゴミ処理を含む
　(3)　ため池（えん提）周囲除草（図１－イ）
・面　　積　　　1,500㎡　

・回数、時期　　年２回、夏季（６月・９月）

・方　　法　　　刈払機及び手抜き
　(4)　中木防除（図１－ウ）
・場所数量　　　子ども広場、中央広場等周辺　870本　

・回数、時期　　年１回　冬期（２月）

・方　　法　　　薬剤の使用基準に従い石灰硫黄合剤を使用

　　　　 　　　目通し15cm未満
　(5)　低木防除（図１－ア）
　　 　・場所面積　　　上記(1)(食堂棟、メイン道路周り及び第3キャンプ場広場を
除く)のうち  2,700㎡

　　　・回数、時期　　年1回　夏季（７月）
・方　　　法　　薬剤の使用基準に従いスミチオン乳剤を使用
　(6)　その他各号に付帯する一切の業務
２　付帯事項

１の業務で排出される雑草、樹木、瓦礫、土砂等は受注者が適切に搬出のうえ、処分するものとする。
３　留意事項

　利用者の活動の妨げにならないように行い、安全誘導に万全の配慮をすること。 

４　その他
　　使用する薬剤等については、同等の効果があるものであれば別の薬剤でも可能とする。

上記の薬剤の変更や、業務の内容や時期等を変更する場合は、発注者・受注者協議のうえ、発注者の承認を得て変更することができる。

